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福祉事業者向け「福祉の森 ASP」を販売開始 

障がい者自立支援制度に基づく給付費請求システムを ASP サービスで提供 

 
 
 株式会社日立情報システムズ（執行役社長：原 巖、本社：東京都品川区大崎、以下 日立情報）は、

障がい者自立支援制度（注 1）に基づき給付費請求事務を行う福祉事業者（注 2）向けに、既存の PC

からインターネットで利用できる「福祉の森 ASP 障がい者自立支援請求システム」の販売を、本日

より開始いたします。 

 
 日立情報では、障がい者施設をはじめとする福祉事業者の事務省力化をサポートする業務パッケー

ジ「福祉の森 exceed」を販売し、約 1,300 施設へ導入しています。今回、インターネットへの接続環

境があれば、福祉事業者向けの業務システムを短期間・低コストで導入・利用できるサービス「福祉

の森 ASP」を開発し、その第 1 弾として、障がい者自立支援制度に基づく給付費請求事務をサポート

する「福祉の森 ASP 障がい者自立支援請求システム」の販売を開始します。福祉事業者は「福祉の

森 ASP 障がい者自立支援請求システム」のご利用により、最小限の投資で給付費請求事務の効率化

を図ることができ、本来業務である福祉サービスに専念できます。また、度重なる制度改正によるシ

ステム変更にもタイムリーに対応できます。 

 
 日立情報では「福祉の森 ASP」を、支社・支店を拠点に全国の福祉事業者（特に、小規模な福祉事

業者）に向けて拡販し、2010 年までに 1,000 事業者（「福祉の森 exceed」との合算で 2,300 事業者）

への販売を目指します。また、今回の障がい者自立支援請求システムに続いて、障がい児施設支援請

求システム、支援計画システム、ケース記録システムの ASP サービスを順次、発売する予定です。 

 こうした福祉事業者向け ASP サービスの展開を通じて、日立情報では福祉サービス向上と地域社

会の発展に貢献してまいります。 

 
 なお、日立情報では、「中期経営計画 2007-2010」で掲げたパッケージのサービス化に向けた取り

組みとして、自社パッケージの SaaS 化（注 3）を推進しています。今回の「福祉の森 ASP」は、そ

の第 1 弾として発売するものであり、今後も、SaaS 製品のラインアップ拡充を図る予定です。 

 
（注 1）障がい者自立支援制度：障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障がい種別ごとに異なる法律 

   に基づき提供されてきた福祉サービス・公費負担医療等につき、共通の制度の下で一元的に提供する制度。 

（注 2）福祉事業者：障がい者自立支援制度に基づき都道府県が指定した障がい福祉サービス事業者。社会福祉法人のほか、NPO 
   法人や任意の社会福祉施設も含む。 
（注 3）SaaS（Software as a Service）：ソフトウェアの必要な機能を、インターネットにより「サービス」として提供する事業 
   形態。 



 
1．「福祉の森 ASP」障がい者自立支援請求システムの特長 

 

(1) 各種サービスに対応した給付費請求処理が可能 

 障がい者自立支援制度に基づく以下の各サービス種別の請求に対応しています。 

  ■介護給付サービス 

   居宅介護（ホームヘルプ）・重度訪問介護・行動援護・重度障がい者包括支援・児童デイサービ 

   ス・短期入所（ショートステイ）・療養介護・生活介護 等 

  ■訓練等給付サービス 

   自立訓練（機能・生活訓練）・就労移行支援・就労継続支援（雇用・非雇用）・共同生活援助 

   （グループホーム） 等 

(2) 厚生労働省の標準様式に準拠 

 厚生労働省より提示された請求様式に準拠しているため、2007 年 10 月から予定されている請求電

子データの国保連合会への伝送にもスムーズに対応できます。 

(3) 個別利用料の請求管理機能まで対応 

 利用者負担額や事業者独自の個別サービス利用料の請求処理や入金管理を行うことができます。 

(4) 初期登録サービスにより導入後短期間での利用が可能 

 利用者の基本情報や受給者証情報を所定の EXCEL シートに入力戴くだけで、システムに一括登録

致します。これにより、導入時の登録作業の負担が軽減でき、すぐに請求業務が利用できます。 

(5) 操作研修もインターネットで対応 

 システムの操作研修は、インターネットを使った学習システム e-Learning（注４）を標準装備して

いますので、いつでもどこでもご利用戴けます。 
（注 4）e ラーニング：パソコンやコンピュータネットワークなどを利用して教育を行なうこと。教室で学習を行なう場合と比べて、 

遠隔地にも教育を提供できる点や、コンピュータならではの教材が利用できる点などが特徴。 

 

2．販売価格 

 
 利用者定員 20 名の小規模な福祉事業者の場合、導入費用は以下の通り。（税込価格） 
 
 ・初期登録サービス：¥73,500（1 事業所番号当たり） 
 ・ASP 基本サービス：利用者数（20 名）×＠315＝¥6,300/月額 
 ・障がい者自立支援請求システム使用料：¥6,300/月額 
 
 3．問い合わせ先 
 

【お客さまからのお問い合わせ先】 

 商品問い合わせ窓口 

 お問合せWebフォーム： http://www.hitachijoho.com/contact/

 

【報道機関からのお問い合わせ先】 

CSR 本部コーポレート・コミュニケーション部 広報・IR グループ 松林、赤川 

〒141-8672 東京都品川区大崎 1-2-1 

TEL 03-5435-5002（ダイヤルイン） e-mail press@hitachijoho.com 

以上 

http://www.hitachijoho.com/contact/

